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薬剤師資格証貼付台紙の仕様変更について 
 

平素より、本会会務に格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 
このたび、薬剤師資格証交付時に用いるカード台紙の仕様を変更することといたしました

ので、ご連絡申し上げます。 
台紙の変更点は下記の通りです。 

 
【変更点】（別紙 1 の新台紙サンプルもご参照ください） 
 台紙が A4 サイズになり、折り目の位置が変則三つ折り（上部より 118mm・90mm・

89mm）に変更 
 薬剤師資格証は受領書の裏面に貼付 
 セカンド電子証明書の利用登録に用いる「初期登録用 QR」の廃止 
 

なお、台紙の基本的な記載内容および交付時の運用方法に大きな変更はございません。 
従前どおり、チェックリストを用いて本人確認を行い、受領者様にご自署いただいた後、台
紙の①と②を切り離し、カードを含む①の部分を受領者様へお渡しください。(別紙 1) 

また、初期登録用 QR の廃止に伴い、今後、セカンド電子証明書利用時の認証をするスマ
ートフォンの登録は、薬剤師資格証の読取後、利用者様ご自身で QR コードを生成していた
だく方法となります。手順については日本薬剤師会認証局のホームページに掲載されており
ますので適宜ご参照ください（別紙 2）。 
 

新台紙への変更は 6 月中旬頃発送分より実施を予定しております。 
 
何卒、ご理解とご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 
以上 



別紙 1 
 
【新台紙表面】 
 

 

折り目あり（切り取りは不要） 

切り取り線に沿って 

切り離す 

 

➀部分(赤枠)を切り離して受領者様にお渡しください 

118 ㎜ 

90 ㎜ 

89 ㎜ 



 
 
【新台紙裏面】 
 

 
 

 

薬剤師資格証は台紙裏面に
貼付されます。 



別紙 2 
 

 
 
 
 

 
 

①「日本薬剤師会認証局」で検索 

②日本薬剤師会認証局のホームページを開く 



 
 

 
 

③日本薬剤師会認証局ホームページから 

「セカンド電子証明書」をクリック 

④【HPKI カードをお持ちの方】の 

 <登録方法 2>からリンクされる HPKI セカンド電子

証明書認証登録サイト（外部）より登録を行う 


